
広
島
県
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
日 

広
島
県
知
事 

横 
 

田 
 

美 
 

香 

広
島
県
規
則
第
二
十
二
号 

広
島
県
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

広
島
県
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
広
島
県
規
則
第
七
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

  

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
十
条
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
法
及

び
漁
業
法
施
行
規
則
（
令
和
二
年
農
林
水
産
省
令
第

四
十
七
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す

る
た
め
、
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告
に
関

し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
漁
獲
量
等
の
報
告
の
方
法
） 

第
二
条 

法
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に

第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

は
、
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で

接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で

あ
っ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送

信
さ
れ
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も

の
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

法
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三

十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、

法
及
び
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
並
び
に
法
及
び
漁
業
法
施
行
規
則
（
令
和

二
年
農
林
水
産
省
令
第
四
十
七
号
。
以
下
「
省
令
」

と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
た
め
、
特
定
水
産
資
源
の

漁
獲
量
等
の
報
告
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。 

 

（
漁
獲
量
等
の
報
告
の
方
法
） 

第
二
条 

法
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
送
信
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
電
気
通
信
回

線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
受
信
者
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該 

情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

（
略
） 

３ 

法
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
報
告
は
、
法
及
び
省
令
に
定
め
る
も
の

の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と

す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

 
 



改 正 後 改 正 前 

 

別記様式（第３条関係） 

 

漁業法の規定に基づく報告に係る事務に関する委任状 

及び個人情報の取扱いに関する同意書 
     

（略） 

 

１ （略） 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 委任事項（☑を入れる。） 

□ 法第26条第１項及び第２項の規定に基づく広島県知事に対

する報告（漁獲割当管理区分における漁獲量等の報告） 

□ 法第30条第１項及び第２項の規定に基づく広島県知事に対

する報告（非漁獲割当管理区分における漁獲量等の報告） 

 

２ （略） 

 

（記載要領） 

１・２ （略） 

３ １⑶の委任事項の欄について、法第26条第１項及び第２項並

びに第30条第１項及び第２項の報告に加え、次に掲げる報告を

委任事項に追加することができる。 

□ 法第58条の規定により読み替えて準用する法第52条第１項

の規定に基づく広島県知事に対する報告（知事許可漁業にお

ける資源管理の状況等の報告） 

□ 法第90条第１項の規定に基づく広島県知事に対する報告（

漁業権漁業における資源管理の状況等の報告） 

 
 

 
別記様式（第３条関係） 

 

漁業法の規定に基づく報告に係る事務に関する委任状 

及び個人情報の取扱いに関する同意書 
     

（略） 

 

１ （略） 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 委任事項（☑を入れる。） 

□ 法第26条第１項の規定に基づく広島県知事に対する報告（

漁獲割当管理区分における漁獲量等の報告） 

□ 法第30条第１項の規定に基づく広島県知事に対する報告（

非漁獲割当管理区分における漁獲量等の報告） 

 

２ （略） 

 

（記載要領） 

１・２ （略） 

３ １⑶の委任事項の欄について、法第26条第１項及び第30条第

１項の報告に加え、次に掲げる報告を委任事項に追加すること

ができる。 

□ 法第58条の規定により読み替えて準用する法第52条第１項

の規定に基づく広島県知事に対する報告（知事許可漁業にお

ける資源管理の状況等の報告） 

□ 法第90条第１項の規定に基づく広島県知事に対する報告（

漁業権漁業における資源管理の状況等の報告） 

 
 



附 

則 

 
こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


